
資金決済銀行の概要 

平成 14 年 7 月 26 日 

㈱日本証券クリアリング機構 

Ⅰ 位置付け・機能 

○ 位置付け：我が国証券市場の統一清算機関として機能するクリアリング機構における重要な資金決済インフラ 

○ 機能：安全・円滑な資金決済処理―ＤＶＰ決済における決済代金授受、参加者決済不履行時の流動性供給 

 

Ⅱ 事務内容 

１．決済代金の授受に関する事務（参考１、２） 

（１）参加者からクリアリング機構への口座振替による入金事務 

（２）資金決済銀行間の資金残高調整に係る事務 

（３）クリアリング機構口座から参加者口座への振込事務等 

２．各種担保等（清算基金、売買証拠金等）の預託・返戻に関する事務（参考３） 

（資金決済銀行としての特別な処理は発生せず） 

３．有価証券引渡票に係る預託金に関する事務（参考４） 

（基本的に資金決済銀行としての特別な処理は発生せず） 

４．各種手数料等の納入に関する事務 

（１）口座振替請求書の受領 

（２）クリアリング機構口座への入金処理 

（３）口座振替完了の通知 

（４）帳票類の授受に係る取扱い 

５．参加者の決済不履行時における事務 

６．その他（国債ＤＶＰシステム利用による国債決済の決済代金授受に関する事務） 

（１）代行受払銀行の受諾 

（２）参加者との事務連絡の調整 

以  上 
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・クリアリング機構は、日本銀行及び資金決済銀行に口座を開設し、参加者は、日本銀行及び資金決済銀行のうちから決済銀行１行を選定し、当該選定
決済銀行に口座を開設する。

・クリアリング機構と参加者との間の資金決済は、日本銀行又は資金決済銀行におけるクリアリング機構口座及び参加者口座との口座振替により行う。

・支払方参加者は所定の時限までにクリアリング機構への支払いを行い、クリアリング機構は所定時刻に参加者への支払いを行う。各資金決済銀行の
クリアリング機構口座間における資金過不足の調整は、資金決済銀行の日銀当座勘定とクリアリング機構の日銀当座勘定との間の振替により行う。

【日本銀行利用参加者】
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参考２資金決済端末の概要資金決済端末の概要資金決済端末の概要資金決済端末の概要資金決済端末の概要資金決済端末の概要資金決済端末の概要資金決済端末の概要

１．プログラムの動作に必要な環境１．プログラムの動作に必要な環境１．プログラムの動作に必要な環境１．プログラムの動作に必要な環境１．プログラムの動作に必要な環境１．プログラムの動作に必要な環境１．プログラムの動作に必要な環境１．プログラムの動作に必要な環境

２．ネットワーク構成２．ネットワーク構成２．ネットワーク構成２．ネットワーク構成２．ネットワーク構成２．ネットワーク構成２．ネットワーク構成２．ネットワーク構成
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他ﾈｯﾄﾜｰｸへの接続は不可他ﾈｯﾄﾜｰｸへの接続は不可他ﾈｯﾄﾜｰｸへの接続は不可他ﾈｯﾄﾜｰｸへの接続は不可

※バックアップ機を用意する場合

清算機関システム

HITACHI

3050
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・・・・・・・・ハードウエア構成ハードウエア構成ハードウエア構成ハードウエア構成ハードウエア構成ハードウエア構成ハードウエア構成ハードウエア構成

・・・・・・・・ソフトウエア構成ソフトウエア構成ソフトウエア構成ソフトウエア構成ソフトウエア構成ソフトウエア構成ソフトウエア構成ソフトウエア構成 項番 ソフトウェア 備   考
１ ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ４．０（マイクロソフト製品） Service Pack3以上
２ ＯｐｅｎＴＰ１／Ｃｌｉｅｎｔ／Ｐ（日立製品） 形名 P-2464-2124

項番 機  器 必須条件及び推奨仕様

１ パソコン ＰＣ／ＡＴ互換機

２   ＣＰＵ pentium 166ＭＨｚ以上
３   メモリ ６４ＭＢ以上

４   ハードディスク ７００ＭＢ以上の空きエリア

５   その他 ＬＡＮボード（ルータ－ＰＣ間）

６ プリンタ レーザプリンタ

７ ルータ 接続条件に準拠

８ ＤＳＵ 通信業者指定

９ （ＨＵＢ） 複数台端末を設置する場合のみ必要
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Ａ参加者

有価証券引渡票（Ｄ．Ｂ有価証券引渡票（Ｄ．Ｂ有価証券引渡票（Ｄ．Ｂ有価証券引渡票（Ｄ．Ｂ有価証券引渡票（Ｄ．Ｂ有価証券引渡票（Ｄ．Ｂ有価証券引渡票（Ｄ．Ｂ有価証券引渡票（Ｄ．Ｂ..）に係る預託金の差入・返戻イメージ）に係る預託金の差入・返戻イメージ）に係る預託金の差入・返戻イメージ）に係る預託金の差入・返戻イメージ）に係る預託金の差入・返戻イメージ）に係る預託金の差入・返戻イメージ）に係る預託金の差入・返戻イメージ）に係る預託金の差入・返戻イメージ
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参加者が選定した資金決済銀行
参加者が任意に指定した銀行



資金決済銀行の指定に係る概要 

平成 14 年 7 月 26 日 

㈱日本証券クリアリング機構 

 

㈱日本証券クリアリング機構（以下「清算機関」という。）の行う清算・決済業務における資金決済処理に関する金銭出納等の事務

を取り扱う銀行（以下「資金決済銀行」という。）については、主に以下の点を踏まえて指定等を行うことを予定しています。 

 

内    容 備    考 

１．資金決済銀行の指定を受けようとする銀行は、予めその旨の申請を行う。 ・ 所定の申請書によることを予定。 

２．１．により、申請のあった銀行については、（１）について持続可能であると見込まれ、（２）

を満たす者であって、清算機関が適当と認めるものに対して、指定を行う。 

 

（１）資金決済銀行として取り扱う事務を円滑かつ安定的に執行できる体制（①及び②）を有

していること。 

① 清算機関及びその業務に対する社会的な信用が十分確保されると見込まれるなど資金

決済銀行としての健全な経営の体制であること。 

② 清算機関に近隣する店舗を有し、当該店舗において適切な事務体制を備えていること。 

（２）複数の清算参加者が選定する又は選定する見込みがあること。 

・ 資金決済銀行については、左記

（１）及び（２）並びに金融情勢

等諸状況を踏まえ、清算機関は、

必要に応じ、その指定を取り消す

ことがある。 

 

３．指定にあたっては、当該銀行は、資金決済銀行として取り扱う事務等に関し、清算機関と

の間で「資金決済銀行の指定等に関する覚書」(仮称)を締結する。 

 

（注）上記全般については、今後、必要に応じ、修正されることがあります。 

以  上 


